
（令和５年12月15日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年12月15日（金）午後３時55分から午後５時00分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（２名）

９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　11番　田伐　厚子
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第18号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第19号　農地法第４条第１項による許可について
　　第３　議案第20号　農地法第５条第１項による許可について

第４　報告第30号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について
第５　報告第31号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第６　報告第32号　農地法第４条第１項第７号による届出受理の取消願について
第７　報告第33号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第８　報告第34号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第９　報告第35号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長代理　 川原　祐　　　　　　　 　　　　 職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　谷内　奈央
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後３時55分　開会　）
　議長（南会長）　定刻前ですが皆さんお集まりですので、ただいまより12月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員２名が欠席でございます。委員17名のうち15名が出席し、
出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
議事に入ります前に事務局から連絡事項がございますので、説明をお願い　します。
　議長　　　　　　それでは、議事に入らせていただきます。
議案第18号から議案第20号まで、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第18号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請とはどういったものかと言いますと、例えば農地を親族の方に贈与し、譲り受けた後も農地として耕作する場合や、親族以外の方に売却し、譲り受けた後も農地として耕作する場合、あるいは農地を農地のまま使用するため、農地所有者以外の方が貸したり借りたりする場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会が農地法第３条第１項による申請があった場合には、本日の委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会において、現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たしているか否かを審議する必要があります。
農地法に定める許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があります。これは、農地の所有権や貸借権を受ける者が、所有権や貸借権を取得後に耕作をすることが見込まれるのか、また譲り受けられる方あるいは借りられる方が現在所有している、あるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか、農地法の許可を得ずに無断で農地転用していないか等を確認し、今後全ての農地で耕作される見込みがあるかを判断します。
次に農作業常時従事要件があります。これは、所有権や貸借権を受ける者の年間の耕作日数によって判断するものございます。
農水省が定める農作業従事日数は、年間150日以上でございますが、150　　　日未満であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認めるものとされています。大阪府が定める具体的な日数は、住民登録をされている世帯ではなく、農業を一緒にされている親族が農家世帯となります。農地法に定める農家世帯とは、住居及び生計を一にする親族、あるいは二親等以内の親族で60日以上の耕作日数が許可要件となります。
そして３つ目に、地域との調和要件については、地域の水利調整への参加　　や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第18号　件番１朗読）
件番１につきましては、12月６日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、寝屋川公園内の第２野球場横の水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。
今後、土地区画整理事業が行われる前に贈与しておきたいということで申請がありました。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件については、寝屋川市で所有されている他の農地に遊休農地又は無断転用がないことを現地確認しております。
次に農作業常時従事要件について、譲受人は、譲渡人ご夫婦と年間200日従事されるということですので、要件を満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具の保有状況について、トラクター、耕うん機を各１台所有されています。
通作距離について、自宅から申請地まで約0.5km、車で５分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
続きまして、議案第19号及び20号の市街化調整区域内の農地転用許可　　申請に関してご説明申し上げます。
市街化調整区域内農地を転用する場合は、農業委員会へ許可申請をする　必要があり、農地調整委員会で現地確認、申請人への聴聞等から審議を行い総会に諮ります。そして、許可したものについて大阪府農業会議へ諮問し、意見を受けたうえで、許可書の発行を行います。
許可するにあたっては、「立地基準」と「一般基準」で判断することとなっております。
まず「立地基準」につきまして、本市において市街化調整区域内の農地は１種農地、２種農地、３種農地に分類されます。
１種農地は、おおむね10ha以上の一団の農地が分類され、原則不許可となります。
２種農地は、市街地化が見込まれる区域内で、おおむね500ｍ以内に鉄道の駅、船舶の発着地等があり、一団の農地の規模がおおむね10ha未満の農地が分類され、他の土地でも事業遂行が可能な場合は不許可、反対に申請地でないと事業が遂行できない場合は許可となります。つまり当該申請地に代替地が存在しなければ、許可となります。
次に３種農地については、１つ目にガス管、水道管等が２種類以上埋設された幅員４ｍ以上の道路に接している、かつ半径500ｍ以内に学校、病院、公民館等の公共性の高い施設が２つ以上ある農地、または２つ目におおむね300ｍ以内に鉄道の駅、軌道の停車場、船舶の発着地等がある農地、３つ目に道路や河川等で囲まれた区域内で、宅地の面積の割合が40％を超えている市街地の中に介在する農地、この３つのいずれかに該当する農地をいいます。
そして、「一般基準」につきましては、農地を転用し、申請に係る用途で利用することが確実かどうかの農地転用の確実性や、土地の効率的な利用の確保等の観点より判断いたします。
（議案第19号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は、打上地区にあるホームセンターの東側の府道20号枚方富田林泉佐野線を挟んで東側にございます。
本申請地は、市街地化が見込まれる区域内にある農地で、おおむね500ｍ以内にＪＲ学研都市線寝屋川公園駅があることから、２種農地に分類されます。
本件の申請理由は、申請人は隣接する月極駐車場の運営を行っていますが、新たに月極駐車場を借りたいという要望があり、手狭になることから現在の月極駐車場を拡幅するということで申請がありました。
「一般基準」について事業実施の確実性等について審査しましたところ、造成に必要な金額を上回る預金残高証明書を徴取し、問題ないものと判断いたします。
現況は画面のとおりです。
続きまして、議案第20号　農地法第５条第１項による許可について、ご説明させていただきます。
（議案第20号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は府道20号枚方富田林泉佐野線沿いの東側、一級河川打上川の北側でございます。
本申請地は、ガス管、水道管等が２種類以上埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道にあり、500ｍ以内に病院が２つがあることから、３種農地に分類されますので、原則許可となります。
本件の申請理由は、現在賃借している駐車場の契約切れにより、本申請地へ移転するということでございます。
「一般基準」について事業実施の確実性等について審査しましたところ、造成工事に必要な金額を上回る預金の残高証明書を徴取し、問題ないものと判断いたします。
現況は画面のとおりです。

　　　　　　　　　　続きまして件番２ですが、農業委員会等に関する法律第31条第１項に基づき、「農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」となっておりますので、譲渡人の一人である委員は退室いただくことになります。
　議長　　　　　　当事者である委員においては、本件の審議が終了するまで退室を求めます。
（当事者である委員　退室）

　事務局　　　　　　　　　　　　　　　 （議案第20号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　
件番２につきまして、場所は打上地区東側交野市のゴルフセンターの西側
でございます。
本件は、水道管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道にあり、おおむね500ｍ以内にＪＲ学研都市線寝屋川公園駅、病院があることから３種農地に分類されますので、原則許可となります。
本申請理由としまして、譲受人は建築業を営んでおり、現在賃借している資材置場が縮小され手狭になることや、付近に駐車場を借りており、資材の積み込み、荷下ろしの利便性が良いということでございます。
「一般基準」について事業実施の確実性等について審査しましたところ、造成工事に必要な金額を上回る預金の残高証明書を徴取し、問題ないものと判断いたします。
現況は画面のとおりです。
それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

議案第18号の件番１については、12月６日に農地調整委員会を開催し、現地調査を行いました。
本日、農地調整委員長が欠席でございますので、私から説明をさせていただきます。

申請理由といたしましては、これまで農業委員会総会で同様の案件があったのですが、申請地の寝屋川公園については、今後、土地区画整理事業が行われることを見越して、市街化区域へ編入される前に土地の評価額が低い間に奥さんに贈与しておくというものです。
　　　　　　　　　申請地は畑地として良好に利用されていましたので、問題ないかと判断いたします。
　　　　　　　　　何かご意見等ございますか。

（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。
続きまして、議案第19号の件番１についても、12月６日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び申請人に聴聞を行いました。
農地調整委員長に代わり、私から説明をさせていただきます。

事務局から説明があったように、申請人は、本件の隣接地を所有されており、月極駐車場にされていますが、月極駐車場への申込みが多数あることから、既存の月極駐車場の拡幅をしたいということで、農地転用の許可申請があったものです。
　　　　　 　　　何かご意見等ございますか。

（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、許可するものとし、大阪府農業会議に諮問することにご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可するものとし、大阪府農業会議に諮問いたします。
続きまして、議案第20号の件番１及び件番２についても、12月６日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び申請人に聴聞を行いました。
件番１について農地調整委員長に代わり、私から説明をさせていただきま
す。

今回、借りられる方は、運送業をされていますが、現在、賃借されている駐車場の契約切れにより、本件の申請地へ移転したいというものです。
何かご意見等ございますか。

（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　件番２についても私からご説明させていただきます。
事務局から説明があったように、譲り受けられる方は、建築業を営んでおり、現在賃借している資材置場が縮小され手狭になることや、付近に駐車場を借りており、資材の積み込み、荷下ろしの利便性がよいということで、今回申請があったものでございます。
何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようですので、件番１及び２について、許可するものとし、大阪府農業会議に諮問することにご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可するものとし、大阪府農業会議に諮問いたします。
（当事者である委員　入室）

次に報告案件に移ります。報告第30号から報告第35号まで一括して事務局から案件の説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第30号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について、ご説明申し上げます。
農業委員会へ届出している賃貸借を当事者間で合意解約した際は、農業委員会へ届出いただいているものです。
（報告第30号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は一級河川寝屋川の北側、神田中央公園西側でございます。
本件は、10月23日に受付をし、10月27日に地区担当委員と現地確認を行い、11月２日に会長専決により受理通知書を発行いたしました。
賃貸人が水田として貸したにも関わらず、何の断りもなく畑地として耕作されており、また賃借人が自ら耕作することなく、貸農園として第三者に転貸し、賃料を徴取している等の理由から今回農地の賃貸借の解約に至ったということです。
現況は写真のとおりです。
次に報告第31号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
まず始めに、農地法で今後も農地を残していこうという区域の市街化調整区域と住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域である市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
農地所有者等から農地転用の届出があった場合には、届出があった農地の地区担当委員と事務局で現地確認を行います。現地確認では、付近農地の耕作に問題がないかを確認します。例えば、農業用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となります。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。
　
（報告第31号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は府道15号八尾茨木線西側、ラーメン店の東側でございます。
本件は10月24日に受付を行い、地区担当委員と10月30日に現地確認し、11月２日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本案件は、５月にすでに転用届を受理したものですが、転用面積を変更するということで、５月の転用届出受理の取消願があり、本届出を受理したものでございます。取消願については、後ほどご報告いたします。
雨水排水に関しては、東側水路へ放流される予定で、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は写真のとおりです。
（報告第31号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は国道１号線の北側でございます。
本件は、10月27日に受付を行い、地区担当委員と11月６日に現地確認し、11月７日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は、雨水桝から水路へ放流されており、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は画面のとおり、既に住宅が建っており、隣接地所有者が宅地造成をされた際に取り込まれてしまっていたことが、境界明示立会いの際に発覚したということで、経過書とともに届出がありました。今後は隣接する土地と一緒に売却されるということです。
（報告第31号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所は市立中木田中学校の西側でございます。
本件は、11月７日に受付を行い、地区担当委員と11月10日に現地確認し、11月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は、雨水桝より下水管へ排水するということですので、問題ございません。
現況は画面のとおりです。元々貸農園をされていましたが、相続された届出人は耕作や貸農園の運営などができないため、届出人の住宅を建てるということで届出があったものです。
次に報告第32号　農地法第４条第１項第７号による届出受理の取消願について、ご説明申し上げます。
（報告第32号　件番１朗読）

件番１につきまして、先ほど４条届出の報告の際にもありました場所と同じ、府道15号八尾茨木線西側、ラーメン店の東側でございます。
面積が1,000㎡以上となると貯留槽を設けなければならない関係から、実際にトランクルームを設置する部分と通路のみで転用面積を変更するということで、５月９日に受理したものの取消願があったものです。
（報告第33号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所はパン製造工場の西側でございます。
本件は、11月20日に受付を行い、地区担当委員と11月30日に現地確認し、12月１日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は側溝から水路へと放流されており、隣接に農地もないため問題ございません。
現況は画面のとおり、建設会社の敷地の一部となっており、同社の土地所有者である譲受人が土地の調査をしたところ、届出地を取り込んでいることが発覚し、経過書とともに届出があったものです。
次に報告第34号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明とは、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
それでは、案件についてご説明申し上げます。
（報告第34号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は第二京阪道路西側の住宅街にございます。
本件は、11月16日に受付をし、11月22日に事務局にて現地確認を行い、11月30日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
身体の故障ということで、脳梗塞後遺症やパーキンソン症候群等の診断書が提出されております。
次に報告第35号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明いたします。
案件のご説明の前に、「使用目的変更承認願」についてご説明いたします。
農地は通常作付けをしますが、200㎡未満の面積で耕作に必要な農業用倉庫を建てる場合や農地に30㎝以上盛土をし、高畑や高田で使用される場合には、農地法等による申請等はございませんが、本市独自で事前に届出いただいております。
（報告第35号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は大阪市水道局豊野浄水場西側でございます。
11月６日に受付をし、11月14日地区担当委員と現地確認し、11月15日に会長専決により承認いたしました。
新たに農業用倉庫が必要になったということで届出があったものです。
現況は画面のとおりです。
　　　　　　　　　以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、報告第30号の件番１について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　現地写真を見ていただきたいのですが、農業用倉庫が６個ぐらいあったのですが、現在は１つだけ残っていて、５個ほどはすでに壊しています。
事務局から説明があった理由により、農地の賃貸借権を合意解約されたものです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　農地が地主に返ってきた後は、どのようにされるのですか。農地転用されるのですか。
　　　　　　　　　　 
　地区担当委員　　地主は他にも農地を所有されており、水稲や野菜の作付けをされていますので、自ら耕作されると思います。農地転用はされないかと思います。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、次に報告第31号の件番１について、本件の農地は、以前は生産緑地の指定を受けられており、農地パトロールで毎年、遊休農地として指導していた農地でございます。以前に、農地全体の1,252㎡でトランクルームとして農地転用の届出をされたのですが、開発許可が不要な1,000㎡を超える農地転用は、雨水の貯留施設等を設置する義務があることから、今回、農地転用については、農地全体のうち493.06㎡のみをトランクルームとして農地転用するとのことで、届出の出し直しがあったものでございます。
　　　　　　　　　事務局への確認ですが、転用されない残りの部分についてはどのようにされるのでしたでしょうか。コンテナを置く場所以外に通路は含んでいたでしょうか。
　

　事務局　　　　　通路部分を含めての農地転用になります。農地として残す部分は３年ほど経てば、農地転用するということを聞いています。
　議長　　　　　　他に何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　農地転用する部分と農地を残す部分は分筆されるのですか。
　事務局　　　　　農地の所有者は変わりませんので、分筆せず、測量のみで農地転用する部分の固定資産税は、評価分筆されます。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、次に件番２については、私の担当地区でございますので説明させていただきます。
　　　　　　　　　隣接地の方は、以前に貸農園の開設等の申請をされた方で知っています。
その方の母屋があるのですが、本件農地を取り込んでいたことが分かった　ようです。
事務局から説明があったように、今後は売却されるということです。
何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員から説　　明をお願いします。
　地区担当委員　　現地は東側に市立中木田中学校、北側はマンション、西側は一戸建て住宅、南側は社員寮になっており、周りはすべて宅地に囲まれているところです。
届出人の２人が父から相続されていますが、それぞれの自宅を建てられる　ということです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等はございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第32号の件番１については、事務局から説明があったとおり、先ほどの報告第31号の件番１の農地転用届出の出し直しに係るもので、以前に届出された農地転用の取消願に関することです。先ほど、ご質問等をお聞きしましたので、次の報告案件に移ります。
報告第33号の件番１については私の担当地区ですのでご説明します。
　　　　　　　　　土地の敷地調査をしたら、市道と隣接する産廃業者の敷地との間に、農地が残っていたことがわかったとのことで、現況は農地ではなくなっているものです。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第34号の件番１について、事務局から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第35号の件番１について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　先ほど事務局から説明がありましたとおり、先月の委員会総会で報告がありました自宅の敷地内に納屋があり、農地転用の届出を失念していたというもので、納屋を取り壊して息子夫婦の居宅を建てるというものです。納屋には農業用の器具も収納されていましたので、今回、所有農地の一角に新しく農業用倉庫を建築したいというものです。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等はございますか。

（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、本日の議案・報告は以上となります。
事務局から連絡事項があれば説明をお願いします。
　事務局　　　　　懇親会について説明。
　
　議長　　　　　　以上をもちまして、12月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後５時00分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和５年12月15日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
